
これって地デジ詐欺？
正しい知識で悪質商法撃退
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ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
、あ
と
わ
ず
か
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か
？  　

-

３
月
31
日
で
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了
し
ま
す-

アナログテレビ放送終了までの画面イメージ
（実際の放送画面の表示内容等については今後決定されます。）

3月31日 正午以降 停波後
アナログ放送は映りません

3月31日正午からブルーバッ
クのお知らせ画面が表示さ
れます。
24時までに停波します。

3 月 31 日 24 時までに停波
され、このあとは、映りませ
ん。

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
へ

簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
無
償
給
付

 　
震
災
に
よ
り
地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
の
終
了
が
延
期
さ

れ
て
い
た
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
に
お
い
て
も
３
月
31
日

を
も
っ
て
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）
に
完
全
移
行
し

ま
す
。

　
従
来
の
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
の
み
で
は
、
地
デ
ジ
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
地
デ
ジ
を
視
聴
す
る
た
め
の
準

備
を
済
ま
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

こんなアナログテレビも使用できなくなります

　
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
便
乗
し
て
、
不
要
な
関
連

商
品
や
工
事
を
勧
め
ら
れ
、
高

額
な
料
金
な
ど
を
請
求
さ
れ
る

詐
欺
が
各
地
で
発
生
し
て
い
ま

す
。

　
国
や
市
、
放
送
局
が
工
事
代

金
な
ど
を
請
求
す
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
お
か
し

い
な
？
」
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先
や
最

寄
り
の
警
察
署
な
ど
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

　
総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理

由
で
地
デ
ジ
を
視
聴
で
き
て
い

な
い
世
帯
で
デ
ジ
タ
ル
受
信
機

器
を
１
台
も
お
持
ち
で
な
い
、

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て

は
ま
る
世
帯
に
対
し
て
、
地
デ

ジ
対
応
の
簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー

（
１
台
）
の
無
償
給
付
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
世
帯

①
市
民
税
非
課
税
世
帯

②
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免

　
除
世
帯
（
※
東
日
本
大
震
災

　
等
に
よ
り
平
成
23
年
３
月
11

　
日
以
降
に
災
害
救
助
法
が
適

　
用
さ
れ
た
次
の
い
ず
れ
か
に

　
該
当
す
る
世
帯
を
含
む
）

ア
．
半
壊
、
半
焼
ま
た
は
床
上

　
浸
水
以
上
の
程
度
の
被
害
を

　
受
け
た
世
帯

イ
．
避
難
の
勧
告
、
指
示
ま
た

　
は
退
去
命
令
を
継
続
し
て
１

　
カ
月
以
上
受
け
て
い
る
世
帯

地
デ
ジ
詐
欺
に
は

　
　
　
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

疑問１

総務省を名乗る人が自宅までやってきて、
アンテナ工事の代金を請求されたけど？

役所や放送局が直接お宅を訪問して地デジ
の移行を理由に、お金を直接請求すること
は絶対にありません。

疑問２

放送局を名乗る人から「地デジのために新
しいテレビ塔を建てるので、周辺の住民が
建設費用を負担しないといけない」と言わ
れたけど…？

放送局が新しい電波塔を建てるのを理由に
お金を直接請求することは絶対にありませ
ん。

疑問３

「地デジになって新たに受信料が必要にな
った」と料金を請求されたけど…？

地上放送であれば、従来のＮＨＫ受信料と
は別に地デジを見るための新たな受信料を
支払う必要はありません。

疑問４

地デジを見るためには、必ずアンテナ工事
をしないといけないと言われたけど…？

アンテナ工事が必ずしも必要というわけで
はありません。
アナログ放送を受信していたアンテナがそ
のまま使用できる場合があります。
現在の受信状況やお住まいの地域などによ
って具体的な対応が異なりますので、お近
くの電気店などにご相談ください。

疑問５

地デジを見るためには、テレビを買い替え
なくても別の方法があるときいたけど…？

市販されているデジタルチューナーを接続
すれば、現在お使いのアナログ対応のテレ
ビでもデジタル放送を見ることができます。

　福島県のアナログテレビ放送は、３月３１日
に終了します。
　デジサポでは、アナログ放送が終了する３月
３１日前後の約２カ月間、地デジの準備がお済
みでない方々のご相談に応じるために「地デジ
臨時相談コーナー」を設置します。
　この「地デジ臨時相談コーナー」では、地上
デジタル放送に関する受信相談や各種支援制度
の申請説明なども行いますので、ぜひご来場く
ださい。事前申込みは不要です。

●日時・場所
　（常葉行政局）
　◆２月２０日 (月 ) ～４月２７日 (金 )
　　※平日のみ
　◆午前１０時 ～ 午後４時
　◆常葉行政局ロビー
　（常葉公民館）
　◆３月３日 (土 )・１０日 (土 )・１７日 (土 )・
　　　１８日 (日 )・２０日 (祝 )・２４日 (土 )・
　　　２５日 (日 )・３１日 (土 )
　　４月１日 (日 )・７日 ( 土 )・８日 ( 日 )
　◆午前１０時 ～ 午後４時
　◆常葉公民館ロビー
●相談内容
　地上デジタル放送視聴に関しての総合相談。
「地デジ受信相談」、「戸別訪問申込み受付」、
「チューナー支援の手続き相談」　など

アナログ放送終了まで、あとわずか !!

「地デジ臨時相談コーナー」
を設置します

地デジ視聴に関する問い合わせ
地デジに関する全般的な問い合わせ

●デジサポ福島
（総務省福島県テレビ受信者支援センター）
　受付時間…午前９時～午後９時
　（土・日、祝日は午後６時まで）
　024-505-1010
　ホームページ
　http://digisuppo.jp/branch/fukushima/10/

地デジチューナーの無償給付について
●総務省地デジチューナー支援実施センター
　受付時間…午前９時～午後９時
　（土・日、祝日は午後６時まで）
　0570-023724（ナビダイヤル）


